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                                            海産物のストロンチウム九十汚染に関する質問主意書	 

	 福島県いわき市沖でシラウオ、コウナゴの試験操業が福島県漁連の決定によりこの三月から開始されている。しかし禁漁範囲は原発から二十キロメートルと限局 

されており、禁漁範囲以南のいわき市沖で獲れる魚の放射性物質汚染が心配されている。 

	 環境省の公開資料によれば、福島県いわき市沖で二○一一年度の冬季に採取したツガルウニからストロンチウム九十が十ベクレル毎キログラム（ウェットベース）

検出されている。これは二○一一年三月十一日に発生した東京電力福島第一原子力発電所（以下「福島原発」という。）事故以前四十年間の水産物六千六百六十一

サンプルの最高値〇・八五ベクレル毎キログラムの十一・八倍も高い値である。また独立行政法人水産総合研究センターの報告では、原子力施設が近くにない宮城

県七ヶ浜町で二○一三年十二月十九日に採取されたノリやワカメからもストロンチウム九十が検出されており、福島原発の汚染水による広範囲の影響が憂慮される。 

土壌のカルシウムが少ない我が国において海藻や小魚は重要なカルシウム源であることを考えると、このような検出現況は食の安全への重大な脅威であり、スト

ロンチウム九十に係る十分な魚の実態調査をせず、食品摂取制限濃度も未制定なまま試験操業が開始され水産物が流通することは大きな問題だと考える。 

	 国は早急にこれらの問題に取り組み、汚染調査結果を公表して国民や漁民への説明責任を果たし、国民の食の安全を守りつつ漁業者対策を講じるべきではないか

との観点から、本年二月二十八日に被災地の市民団体とともに行った関係府省との意見交換の内容を踏まえ、以下質問する。 

	 

質問主意書	 答弁書	 コメント	 

	 

質問第	 五◯号	 

海産物のストロンチウム九十汚染に関する質

問主意書	 

右の質問主意書を国会法第七十四条によって

提出する。	 

平成二十六年三月二十五日	 川	 田	 龍	 平	 	 	 

第	 	 	 回国会（常会）	 

答弁書第	 	 号	 

内閣参質	 	 第	 	 号	 

	 	 平成二十六年四月四日	 

内閣総理大臣	 安	 倍	 晋	 三	 	 	 	 

参議院議長	 山	 崎	 正	 昭	 殿	 

参議院議員川田龍平君提出環境基本法に基づ

く厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた

	 

	 ３月２５日提出、	 ４月４日答弁書受領	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



参議院議長	 山	 崎	 正	 昭	 殿	 

	 

 
 
一	 福島県や茨城県、宮城県の海域の魚類やその他水

産物のストロンチウム九十の濃度の調査は、東京電

力株式会社の資料や、環境省、水産庁の公開資料を

見てもサンプルがあまりに少なく、対象水産物の種

類が限られている。さらに、調査間隔が長くこれで

は全く実態が分からない。汚染水が海洋へ流出して

いる現在、国民の食の安全確保のため試験操業予定

海域や周辺海域の水産物中のストロンチウム九十

の濃度の詳細かつ継続的調査を実施し公開するべ

きと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めの措置」と関連個別法の整備に関する質問に

対し、別紙答弁書を送付する。	 

	 

参議院議員川田龍平君提出海産物のストロンチ

ウム九十汚染に関する質問に対する答弁書	 

一及び九から十三までについて	 

水産物等中のストロンチウム九十に関する調査

は、農林水産省及び環境省においてそれぞれ継続

的に行っており、当該調査の結果については、農

林水産省及び環境省のホームページにおいてそ

れぞれ公表している。	 

また、水産物を始めとする食品中の放射性物質に

関する検査（以下単に「検査」という。）は、「検

査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の

考え方」（平成二十三年四月四日原子力災害対策

本部策定）に基づき関係地方自治体において実施

されており、検査の結果については、厚生労働省

及び農林水産省のホームページにおいて公表し

ている。検査は、セシウム百三十四及びセシウム

百三十七（以下「放射性セシウム」という。）、

ストロンチウム九十、プルトニウム二百三十八、

プルトニウム二百三十九、プルトニウム二百四十

及びプルトニウム二百四十一並びにルテニウム

	 

	 

	 

	 

一及び九から十三までについて	 

まとめての答えであり、納得と理解を得ようとする丁

寧な説明になっていない。	 

一について、現在行われている農水省、環境省による

福島県や隣県のストロンチウム 90 の調査はサンプル

数が少ないなどとてもこれでは汚染の実態がわから

ないので、詳細かつ継続した調査を求めている。これ

に対し見解を明らかにせずわかりきった現状を述べ

ているにすぎない。環境省では福島周辺海域に絞った

調査をしているが農水省のものはそれがなされてい

ない。	 

九について、今年３月から試験操業が行われている浮

き魚のシラウオやコウナゴのストロンチウム 90 の濃

度を調べずに操業を許可しても良いのかと見解を求

めた。これに対し「放射性セシウムの基準にストロン

チウム 90 や他（プルトニウム、ルテニウム）の核種

について考慮し決めている。放射性セシウム濃度で出

荷制限がなされていない魚種については福島県漁連

が操業の可否を決めており、それに国は必要な助言を

している」との答弁であった。ここも政府の見解を示



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二	 二月二十八日の意見交換の席で、関係行政機関か

ら「放射性セシウム濃度によりストロンチウム九十

濃度も対比でき、放射性セシウム濃度規制値にスト

百六を考慮に入れて設定した食品衛生法（昭和二

十二年法律第二百三十三号）第十一条第一項に規

定する基準として定めた値（以下「放射性物質の

基準値」という。）に従い実施されているもので

あり、また、放射性物質の基準値は、放射性セシ

ウム以外の核種の測定に時間を要することを踏

まえ、放射性セシウム以外の核種からの線量を含

め、食品を摂取することによる被ばく線量が、年

間一ミリシーベルトを超えないように放射性セ

シウムの濃度を設定したものである。	 

お尋ねの「試験操業」は、検査の結果に基づき、

原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百

五十六号）第二十条第二項の規定に基づく原子力

災害対策本部長による出荷制限の指示（出荷を差

し控えるよう関係事業者等に要請することを内

容とする指示をいう。）がなされていない水産物

を対象として福島県漁業協同組合連合会によっ

て行われていると承知しており、政府としては、

当該操業の検討の場に職員を派遣し、必要な助言

を行っているところである。	 

	 

二及び三について	 

お尋ねの東京電力株式会社（以下「東京電力」と

いう。）の福島第一原子力発電所において、平成

さずに事実を示すだけであった。国民の健康を守るた

め漁民の生活を守るためどうすることがベストか真

摯な見解を示そうとしない、もしくは示せない。	 

十について、ストロンチウム 90 に関する調査を実施

し公開し審議し食品摂取限度案をパブコメするとい

う提案に対しノーコメントであった。セシウムを調べ

て基準以下だから不必要ということなのであろう。	 

十一は漁業者への休漁中の補償や生活支援であるが

そのような金銭がかかることをしたくないため、操業

を認める方向なのであろう。回答なし。	 

十二はこのような試験操業開始の決定はストロンチ

ウム 90 に係る専門性が求められるが、任せて良いの

かと質問した。これに対し「政府としては職員を派遣

し必要な助言を行っている」とのことだ。	 

十三について、ストロンチウム 90 が海洋海水環境で

どのように食物連鎖で濃縮されるのか調べ、これを公

開するべきではないかという提案であるが、これには

答えていない。	 

不親切な回答と言わざるをえない。	 

	 

	 

二及び三について、放射性セシウム濃度規制値にスト

ロンチウム 90 も含まれた濃度規制をしていると言う

が、では昨年８月に汚染水タンクから漏れだした液体



ロンチウム九十のリスクが含まれた濃度規制をし

ている」との回答があったが、昨年八月に漏れ出た

三百トンの汚染水と高濃度を示した敷地内井戸水

について、放射性セシウムとストロンチウム九十の

濃度をそれぞれ示されたい。 

三	 前記二に関連して、放射性セシウムとストロンチ

ウム九十の割合は、土壌中を通過し海へ滲み出して

も変化がないのか、政府の見解を示されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四	 「放射性セシウム摂取濃度限度でストロンチウム

九十のリスクを含めた濃度規制ができる」とする科

学的根拠を示されたい。放射性セシウムが一キログ

二十五年八月に約三百トンの汚染水が漏えいし

たＨ４タンクエリアのナンバー五タンク（以下単

に「タンク」という。）から同月二十三日に採取

した水の放射能濃度については、東京電力の計測

によると、セシウム百三十四は一リットル当たり

四万四千ベクレル、セシウム百三十七は一リット

ル当たり九万二千ベクレルであったと東京電力

から報告を受けている。	 

また、タンク付近の観測孔Ｅ―１及びＥ―２（以

下単に「観測孔」という。）において同年九月八

日に採取した水の放射能濃度については、東京電

力の計測によると、セシウム百三十四は、それぞ

れ、一リットル当たり二・五ベクレル及び一リッ

トル当たり〇・六四ベクレル、セシウム百三十七

は、それぞれ、一リットル当たり五・一ベクレル

及び一リットル当たり〇・七四ベクレルであった

と東京電力から報告を受けている。	 

なお、タンク及び観測孔から採取した水のいずれ

に関しても、ストロンチウム九十については、放

射能濃度を計測していないと東京電力から報告

を受けている。	 

四について	 

放射性物質の基準値は、食品の種類ごとに、土壌

中の放射性物質の濃度、土壌から食品への移行の

中の放射性セシウムとストロンチウム 90 の濃度を示

してほしいと要請した。これに対し、放射性セシウム

濃度だけを回答している。「タンク及び観測孔から

採取した水のいずれに関しても、ストロンチウム

90 については、放射能濃度を計測していないと

東京電力から報告を受けている。」との驚くべき

回答であった。ではマスコミにより報道されたストロ

ンチウム90濃度が当初８千万ベクレル/Lその後８億

ベクレル/L という報道はでっちあげだったことにな

る。国は監督者として、計測していないで済ませてい

いわけがない。監督責任はどこに行ってしまったの

か。	 

指摘した８月の汚染水漏れは原子力規制委員会では

国際原子力事故評価 INES レベル３の事故としたその

根拠は何だったのだろうか。	 

三については、ストロンチウム 90 が計測されていな

ので回答なしということになる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



ラム当たり百ベクレル含まれるとき、海生生物の場

合、ストロンチウム九十も一キログラム当たり百ベ

クレル含まれる仮定でリスクを計算していると承

知しているが、この場合の年間被ばく実効線量は何

ミリシーベルトになるのか。その数値を導き出した

計算式や前提条件、仮定などについても併せて明ら

かにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しやすさ等のデータを用いて放射性セシウムか

ら受ける線量とその他の核種から受ける線量の

比率を算出する等により、放射性セシウム、スト

ロンチウム九十、プルトニウム二百三十八、プル

トニウム二百三十九、プルトニウム二百四十及び

プルトニウム二百四十一並びにルテニウム百六

を考慮に入れた上で、放射性セシウム以外の核種

からの線量を含め、食品を摂取することによる被

ばく線量が年間一ミリシーベルトを超えないよ

うに、放射性セシウムの濃度の値を設定したもの

である。	 

なお、放射性物質の基準値の設定における当該比

率の算出に当たっては、海産物についてはその算

出が難しいことから、他の食品の種類に比べて厳

しい前提として、放射性セシウムから受ける線量

とその他の核種から受ける線量の比を一対一と

して設定しているものであり、御指摘のように

「放射性セシウムが一キログラム当たり百ベク

レル含まれるとき、海生生物の場合、ストロンチ

ウム九十も一キログラム当たり百ベクレル含ま

れる仮定」を置いて設定しているものではないた

め、後段のお尋ねについてお答えすることは困難

である。	 

	 

四について	 

「放射性セシウムの食品摂取限度にはストロンチウ

ム 90 のリスクも含まれている」とし、ストロンチウ

ム 90 の摂取限度を定めようとしない、その科学的根

拠を尋ねたものである。回答には最初に土壌中の放射

性物質の割合とそれから農作物への移行から食品摂

取により年に 1 ミリシーベルトを超えないように設

定したとある。しかし海産物については土壌とは別で

海水中濃度から魚介類への移行になる。そのため次に

そのことを説明している。「放射性物質の基準値の

設定における当該比率の算出に当たっては、海産

物についてはその算出が難しいことから、他の食

品の種類に比べて厳しい前提として、放射性セシ

ウムから受ける線量とその他の核種から受ける

線量の比を一対一として設定している」とある。

このことはわかっていたので、「放射性セシウム

が一キログラム当たり百ベクレル含まれるとき、海生

生物の場合、ストロンチウム九十も一キログラム当た

り百ベクレル含まれる仮定でリスクを計算している

と承知しているが、この場合の年間被ばく実効線量は

何ミリシーベルトになるのか。」という質問をしたが、

「答えることが困難である」と逃げている。ではどの

ようにベクレルからシーベルトを計算しているのか、

その計算方式の紹介をするのが当然であろう。	 



 

 

 

 

 

 

 

五	 「放射性セシウム摂取濃度限度でストロンチウム

九十のリスクを含めた濃度規制ができる」との見解を

決定した主体とその時期を示されたい。また、同見解

を審議した委員会の名称、委員名、議事録及び関連資

料を具体的に示されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

五について	 

御指摘の「見解を決定した主体」及び「同見解を

審議した委員会」の意味するところが必ずしも明

らかではないが、放射性物質の基準値は、平成二

十四年二月二十四日に開催された薬事・食品衛生

審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会放射性物質対策部会合同会議で

意見を聴いた上で、厚生労働省が設定したもので

ある。また、同合同会議の委員名、議事録及び会

議資料は、厚生労働省のホームページで公開して

いる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

「計算式や前提条件、仮定などについても併せて明ら

かにされたい。」との質問に答えていない。 

タンクからの汚染水や港湾内海水のストロンチウム

90 とセシウムの比はほとんどの井戸や港湾でスト

ロンチウム 90の濃度が放射性セシウムの濃度を上

回っていることを東電のデータが示している。 

また海産物中の Sr90 と放射性 Cs の割合はその生物

により異なっている。生物も筋肉部と骨部では違い

がある。汚染水が海洋に出始めた現在、１：１の前

提は大きく変わってきており摂取限度の見直しが必

要になってきている。 

五について	 

放射性セシウム摂取限度によりストロンチウム 90 の

リスクも考慮されているとする方式はどの審議会で

決められたのか質した。「平成二十四年二月二十四

日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放

射性物質対策部会合同会議」で原案が決められ、

厚労省が設定したとのこと。放射性物質対策部会

が 2011 年 4 月 8 日以降６回の会議が持たれ暫定

規制値や 2012 年 4 月からの規制値が検討されて

いる。この会議の議事録を見ると放射性セシウム

により、ストロンチウム 90 リスクも含ませるこ

とについては質疑程度で意見のやりとりはなく



六	 ウクライナでは一九九七年、ストロンチウム九十

の食品摂取の濃度限度を定めているが、このことにつ

いて、政府の見解を明らかにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七	 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課が二○

○二年に公表した「緊急時における食品の放射能測定

マニュアル」は、農畜水産食品について「摂取におけ

る安全性評価の基礎としての放射能に関する測定に

ついて明確に示した。」と述べ、「第２章食品中の放射

能の分析法」の項には「４放射性ストロンチウム分析

法」、「４―１緊急時のためのＳｒ－９０迅速分析法」、

「４―２発煙硝煙法による放射性ストロンチウムの

分析法」が記載されている。また、「４」の前文に「放

射性ストロンチウムは、「飲食物摂取制限に関する指

六について	 

御指摘のような事実があるということは承知し

ているが、お尋ねについては、ウクライナ国内法

において食品中及び飲料水中に含まれているこ

とが許容される放射性物質の濃度に係ることで

あり、政府として見解をお示しする立場にない。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

七について	 

御指摘の「内部被ばくの危険があるとの趣旨が記

載されている」の意味するところが必ずしも明ら

かではないが、平成十四年三月に厚生労働省医薬

局食品保健部監視安全課（当時）が作成した「緊

急時における食品の放射能測定マニュアル」につ

いては、ストロンチウム九十その他の放射性物質

を含む食品を摂取することにより、内部被ばくに

より健康に影響が生ずる可能性があるとの前提

で、原子力施設に対するテロ、原子力施設の事故

了解されていた。しかし当時から海産物に関して

は土壌と違い、データが少なく海水からの濃縮係

数など推計が難しいことが話し合われている。	 

六について	 

	 チェルノブイリ事故で大きな被害を受けたウ

クライナ保健省では放射性セシウムに加えてス

トロンチウム 90 の食品基準が設定されている。

例えばパンが５,果物が 10、卵が２、牛乳が 20、

乳幼児食品が５、飲料水が２とされている（単位

は Bq/kg）。ウクライナの水産物についてはどう

なのか不明であるが、事故により日本よりもスト

ロンチウム 90 の大気放出が多かったことによる

のであろうか。しかし、今や汚染水に混入による

ストロンチウム 90 の放出はチェルノブイリより

も福島のほうが多いであろう。	 

世界最高の安全規制はハード面ばかりでなくこ

のような規制面も含まれるはずだ。	 

	 

七について	 

	 事故後丸三年経過した現在も「原子力緊急事態宣言

中」である。その緊急時における食品の放射能測定マ

ニュアルが作成され、その中にストロンチウム 90 の

迅速分析と一般的な分析法が記載されている。それに

もかかわらず、汚染水が海洋へ放出されていることが



標」として提案されている４核種には含まれないが、

特にＳｒ－90 は物理的半減期が 28.8 年と長く、しか

もβ線を放出する核種であるため食品摂取に伴う内

部被ばく線量に影響を与える。」と記載されている。 

	 	 このマニュアルは、ストロンチウム九十を含む食

品を摂取することは、内部被ばくの危険があるとの

趣旨が記載されていると理解してよいか。 

八	 高濃度汚染水が海洋へ流出し、しかも原子力緊急

事態宣言中の今、このマニュアルに基づいて分析や

食品摂取の規制を行っていない理由を明らかにさ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

九	 三月から試験操業が決定されたいわき市沖海域

の漁獲予定種はイシカワシラウオとコウナゴ、シラ

スになっている。ストロンチウム九十は骨に濃縮す

るが、骨ごと食するこれらの魚種のストロンチウム

九十の濃度が測定されないままで試験操業が認め

られても問題がないのか、政府の見解を明らかにさ

れたい。 

等の発生時に食品中の放射性物質の濃度を測定

する場合に、当該測定が技術的に適切に行われる

よう、放射能の分析方法について取りまとめたも

のである。	 

	 

	 

	 

八について	 

御指摘の「このマニュアルに基づいて分析や食品

摂取の規制を行っていない」の意味するところが

必ずしも明らかではないが、検査については、ス

トロンチウム九十も考慮に入れて設定した放射

性物質の基準値に従い、当該基準値の設定に伴い

策定した「食品中の放射性セシウム検査法」（平

成二十四年三月十五日付け食安発〇三一五第四

号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知別添）

等を用いて実施されているところである。	 

はっきりしている今、測定に時間がかかるなど困難性

を前面に出して測定しないことはある意味、隠蔽工作

のように受け取れる。ウクライナで基準を決めて測定

しているのになぜ我国はそれができないのか理解に

苦しむ。	 

このマニュアルに特別の章「放射性ストロンチウムの

分析法」を設け「食品摂取に伴う内部被ばく線量に影

響を与える」と明記されている意味を軽視してはいけ

ない。	 

	 

八について	 

高濃度の放射性ストロンチウムが海洋へ漏れだして

いることがはっきりしてきた今、過去の土壌汚染によ

るスケーリングファクター（Sr90 と全 Cs の比）によ

り放射性セシウムだけで規制することに無理がある。	 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策

部会の議事録をみると、海産物にスケーリングファク

ターを適用することについてはほとんど論議されな

いまま了解されている。これは当時年内にも事故は収

束するだろうという楽観的見方がなされていた時期

であり、まだ汚染水が問題化していない状況であった

ことに注意しなければならない。	 

	 

九以降は一にコメント	 



十	 ストロンチウム九十に係る海洋調査を実施し、そ

の結果を公表し、透明な審議を行った後に食品摂取

限度値を設けた上で、パブリックコメントにより国

民の納得を得るまでは、試験操業や魚の流通を中止

することも検討されるべきと考えるが、政府の見解

を明らかにされたい。 

十一	 前記十を行うに当たっては、その期間休漁を余

儀なくされる漁業者や関連加工業者などへの十分

な賠償や補償、生活支援を行うことが求められると

考えるが、いかがか。 

十二	 試験操業の判断を福島県漁連に任せることは

国の責任回避ではないか。このような専門性が求め

られる事項は国が責任を持って判断し、直接指導す

るべきではないか。国民の健康を犠牲にしてまで直

接指導ができない法的根拠がある場合には示され

たい。 

十三	 ストロンチウム九十が海水環境でどのように

挙動し食物連鎖等で濃縮されていくのか、海藻やプ

ランクトン、小魚、中大魚まで調査し、その結果を

公開するべきではないか。 

	 	 右質問する。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 

（コメント：三陸の海を放射能から守る岩手の会永田文夫）	 

食品衛生分科会放射性物質対策部会議事録・資料	 	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi127896	 



	 


